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第１ 総則 

 

１．要求水準書の位置づけ 
本業務要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、応募者の提案及び防衛省が選定する

民間事業者により設立される会社法（平成１７年法律第８６号）に定められる株式会社（以下

「事業者」という。）の事業遂行に係る具体的な指針であり、防衛省が事業者に要求する業務

の水準を示すものである。 

応募者は、要求水準書に規定されている事項（以下「要求水準」という。）を満たす限りに

おいて、本事業に関し自由に提案し、提案内容について防衛省と協議するものとする。また、

防衛省は、要求水準を民間事業者の選定の過程における審査条件の一部として用いる。 

事業者は、本事業の事業期間を通じて、要求水準及び自らの提案内容を遵守しなければなら

ない。防衛省による本事業の実施状況の監視により事業者が要求水準を達成できないことが確

認された場合は、別に定める規定に基づき、改善要求の措置又は契約解除等の措置がなされる。 

なお、本資料において用いられる用語の定義は、別段の定めのない限り、実施方針に定める

ところと同じとする。 

 

２．事業の目的 
本事業は、令和４年度に策定された「防衛力整備計画」（令和４年１２月１６日閣議決定）

に基づき、自衛隊が島嶼部への侵攻阻止に必要な部隊等を南西地域に迅速かつ確実に輸送し、

かつ、住民避難や災害時の対応に活用するため、自衛隊の海上輸送力を補完する目的で、常時

運航可能な民間船舶を確保することを事業の目的としている。 

本事業においては、自衛隊が船舶を保有、管理及び運営することによる人的及び物的負担を

考慮し、平素の段階から民間事業者の資金、経営能力、船舶・海上輸送に関する分野における

技術的見地を最大限活用することにより、効率的かつ効果的な海上輸送力の確保を目的として、

ＰＦＩ契約方式を採用することとしている。 

そのような背景のもと、本事業では、自衛隊の輸送力と連携して大規模輸送を効率的に実施

できるよう、輸送所要に合致したコンテナ船（コンテナ船とは、コンテナを艙内及び甲板上に

積載及び固縛可能な緊締装置を有する船舶を示す。以下「本事業船舶」という。）の調達・維

持管理・運航、予備自衛官の活用を含む船員の確保等を一元的に行い、災害時、緊急時等にお

ける機動的な展開能力を常時確保することを目的とするとともに、防衛省のための輸送等を行

うことを目的とする。 

ただし、これらの所要の目的を達成するには多大なコストを要するとともに、船舶運航固有

の各種事業リスクが存在することから、民間の資金、経営能力及び船舶・海上輸送に関する分

野における技術的知見を最大限に活用しつつ、リスク管理の最適化を図るため、ＰＦＩ方式の

採用を予定している。民間事業者には、当該分野で蓄積されたノウハウ等を活用し、本事業に

係る業務をより効率的、効果的かつ安定的に遂行し、事業期間にわたって優れたＶＦＭ

（Value for Money）を発揮することが期待される。 

 

３．事業の概要 
事業者は、本事業船舶２隻を調達し、防衛省からの輸送通知発出後（輸送通知発出後の手続

きの詳細は第２ ４．(3) イのとおり。）、本事業船舶については遅くとも８日間で係留施

設（待機時に本事業船舶を係留する港湾等をいう。以下同じ。）又は防衛省と事業者で協議

し防衛省が承諾した出発港を出港できるよう、要求水準を満たした本事業船舶及び本事業船員

（本事業船舶の運航に必要な船員をいう。以下同じ。）が常時、確保された状態（以下「待機

態勢」という。）を維持することにより、以下に掲げる防衛省の輸送所要に対応する。 

(1) 本事業の対象とする防衛省の輸送所要 

ア 対象輸送所要 

本事業の対象とする防衛省の輸送所要は、以下のとおりである。 

(ｱ) 自衛隊の訓練のために必要な輸送 
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(ｲ) 自衛隊の任務遂行のために必要な輸送 

(ｳ) 公的機関のための輸送等（防衛省が発注する在日米軍の輸送役務等） 

なお、(ｲ)の輸送所要のうち特に緊急性を必要とするものについては、防衛省は、輸送

通知を事業者に発出してから本事業船舶については遅くとも８日間で、本事業船舶が係留

施設又は防衛省と事業者で協議し防衛省が承諾した出発港から出港されていることを事業

者に求める。この場合において、事業者は、本事業船舶を出港準備完了後速やかに出港す

ることとする。 

また、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第７６条第１項の規定による防衛出動命

令が発せられた場合若しくは事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられる

ことが予測される場合、又は同法第７７条の４の規定により国民の保護のための措置若し

くは緊急対処保護措置を実施するため自衛隊の部隊等を派遣する場合における自衛隊の

行動のための輸送及び裸傭船を想定した訓練に際しては、防衛省が、事業者に本事業船舶

の裸傭船を求めるとともに、自衛隊法第７０条第１項の規定に基づき招集される予備自衛

官を含む自衛官により本事業の範囲外で本事業船舶を自ら運航することから、事業者は本

事業船舶の運航を行わない。 

上記の場合を除く自衛隊の任務遂行のための輸送については、事業者が本事業船舶を運

航することを事業契約上の基本とする。その際は、事業契約とは別に、個別の運航毎に、

輸送所要の詳細及び経費負担に関する輸送役務契約を締結する。ただし、防衛省と事業者

との協議により、本事業船員、本事業船舶及び運航の安全を確保できないと判断されたと

きは、事業者は本事業船舶の運航を行わないこととし、事業契約における事業者の契約不

履行とはしない。その際の運航判断要件について、素案は別添の参考資料のとおりとし、

当該素案をもとに、本事業開始以降、防衛省と事業者が協議の上、成案を策定する。 

 

イ 防衛出動等における対処 

防衛出動等の事態における輸送（自衛隊の任務遂行のために必要な輸送のうち事業者が

本事業船舶の運航を行わない場合に係るものをいう。以下同じ。）及び平時の訓練のため

に自衛隊が本事業船舶を裸傭船する場合において、防衛省が事業者に本事業船舶の１隻目

（以下「７号船舶」という。）及び２隻目（以下「８号船舶」という。）の裸傭船を求め

たときは、事業者はこれに応じるものとし、防衛省は、本事業の範囲外で本事業船舶を運

航する。 

なお、当該期間におけるサービス対価に係る取扱いは「サービス対価の算定及び支払方法

（案）」（資料－Ⅲ）で詳述する。 

 

(2) 本事業のスケジュール 

本事業船舶２隻を令和９年１２月３１日までに調達の上、令和１０年１月１日から運航を

開始し、事業期間の終了まで運航する。 

 

４．業務範囲 
本事業の範囲は次のとおりとし、各業務の詳細は第２において規定する。 

なお、防衛省が実施する業務については６．を参照すること。 

(1) 船舶調達業務 

本事業船舶の調達に関する業務（以下「船舶調達業務」という。）は、下記ア及びイとし、

事業者は、本事業船舶を調達（本事業の要求水準を満たす船舶を新たに建造するか、要求水

準を満たすように中古船舶を改造）する。 

なお、本事業船舶の所有権は、運航開始日以降、事業終了時まで、事業者が保有するもの

とする。 

ア 本事業船舶の調達（建造又は改造） 
イ 設計、試験その他本事業船舶の調達に関して必要な一切の業務 
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(2) 船舶維持管理業務 

本事業船舶の維持管理に関する業務（以下「船舶維持管理業務」という。）は、下記アか

らオまでとし、事業者は本事業船舶が待機態勢を維持できるよう必要な維持管理を行う。 

ア 本事業船舶の保守点検・修繕 

イ 船用品の手配・維持 

ウ 係留施設の確保・維持 

エ 本事業船舶に係る保険付保 

オ その他、本事業船舶の維持管理に関して必要な一切の業務 

 

(3) 船員雇用・養成業務 

本事業船員の雇用・養成に関する業務（以下「船員雇用・養成業務」という。）は、下記ア

からウまでとし、事業者は本事業船舶が待機態勢を維持できるよう、本事業船員を確保・維

持の上、必要な教育・訓練（資格取得等を含む。）を実施するとともに、適切な労務管理を

行う。 

ア 本事業船員の雇用・養成 

イ 本事業船員の配乗・労務管理 

ウ その他本事業船員の雇用・養成に関して必要な一切の業務 

 

(4) 船舶運航業務 

本事業船舶の運航に関する業務（以下「船舶運航業務」という。）は、下記アからエまで

とし、事業者は、防衛省の輸送所要に対応可能となるように本事業船舶の運航準備を行うほ

か、訓練に伴う輸送役務、緊急時の輸送役務、防衛省が発注する公的機関のための輸送等を

請け負う。ただし、防衛省と事業者は、防衛省の輸送所要の詳細及び当該輸送に係る経費負

担に関する契約（以下「輸送役務契約」という。）を本事業契約とは別に締結する。 

また、防衛出動等の事態における輸送及び平時の訓練において防衛省から求められた場合

は、事業者は船舶運航を行わず、本事業船舶を防衛省に裸傭船する。 

ア 運航準備 

イ 本事業船舶の運航 

ウ 防衛省の求めにより防衛出動等の事態における輸送及び平時の訓練における防衛省への

裸傭船 

エ その他本事業船舶の運航に関して必要な一切の業務 

 

なお、事業者は、防衛省の輸送所要に係る運航に支障を及ぼさない等の一定の条件を満た

す範囲において、本事業船舶を有効に活用する観点から、民間の輸送所要に対する商業運航（以下

「民間収益事業」という。）を積極的に行うことが強く期待されている。民間収益事業の実施

に係る条件は、「民間収益事業の実施要領書（案）」（資料－Ⅱ）によるものとする。 

 

(5) 全般管理業務 

事業者は、自らの経営管理、業務実施企業の業務管理、防衛省との間の連絡調整その他本

事業の全般的な管理に必要な業務（以下「全般管理業務」という。）を行う。 

 

(6) 事業終了後等の本事業船舶の措置 

事業者は、本事業を終了する場合又は事業期間終了時において本事業船舶の残存価値が見

込まれる場合、防衛省に残存価値分を支払うことを基本とし、当該残存価値の評価方法及び

本事業船舶の取扱い等について防衛省と協議の上、決定するものとする。 

防衛省は、本事業船舶のスクラップ処分の実施、第三者（一連の売買に係る最終的な取得

者を含む。この号において以下同じ。）への本事業船舶の譲渡等について事業者と協議を行

う。 
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本事業船舶のスクラップ処分等に当たっては実施場所等の条件を防衛省が指定する場合が

ある。事業者がスクラップ処分を実施した場合、事業者は、スクラップ処分に係る経費及び

手数料を差し引いた収益を、国に納付するものとする。 

事業者は、本事業船舶を事業期間終了後に第三者に譲渡する場合、譲渡先、譲渡の価格及

び譲渡対価（譲渡に係る経費及び手数料を差し引いた収益）の納付について防衛省と協議を

実施し、承諾を得るものとする。 

 

５．本事業における基本的な実施条件 
(1) 本事業船舶に関する要件 

本事業船舶は２隻とし、事業期間にわたり同一の船舶で待機態勢を維持する。ただし、事

業期間に船舶の故障等の事情により本事業船舶が運航困難となり船舶を入れ替える場合は、

いずれの船舶も第２ １．(3)を満たした船舶を準備するものとする。その際、防衛省と協

議の上、船舶の入れ替えを決定する。いずれも近海区域を航行可能な船舶とし、船舶救命設

備規則（昭和４０年運輸省令第３６号）第１条の２第４項に規定する第４種船を基準とする。 

なお、防衛省は、本事業船舶を通じて、装備品及び危険物を含む補給品（以下「装備品等」

という。）を船舶安全法（昭和８年法律第１１号）等に基づき輸送することを計画している。

危険物の輸送の用が生じた場合は、別途船舶安全法第５条第１項第３号に基づく臨時検査に

よる臨時変更など、管海官庁から当該危険物輸送に必要な許可が得られた場合に限り、本事

業船舶の運航を求める。 

本事業船舶の調達に関する具体的な要求水準は第２ １．(3)に詳述する。 

 

(2) 本事業船員の位置付け 

本事業において、本事業船員は一般の民間船員として３．(1) アに規定する(ｱ)～(ｳ)の運

航を行うものとする。防衛省は、民間輸送力活用の観点から、本事業船員については、民間

の船舶の運航に従事した経験を有する者の確保が必要と考えている。本事業船員の雇用に関

する具体的な要求水準は第２ ３．に詳述する。 

防衛省は、防衛出動等に際しては、事業者から本事業船舶の裸傭船を求めるとともに、自

衛隊法第７０条第１項の規定に基づき招集される予備自衛官を含む自衛官により、本事業の

範囲外で本事業船舶を自ら運航する。 

このことから、事業者は、予備自衛官及び予備自衛官補（以下「予備自衛官等」という。）

である本事業船員の確保を促進するものとする。この場合において、予備自衛官補の船員に

関しては、予備自衛官として任用されるよう、適切に訓練等へ参加させるよう努めるものと

する。また、事業者は、本事業船員が、常に本事業船舶の運航に従事できるよう、船舶職員

及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号。以下「船舶職員法」という。）に基づ

く船舶の運航に必要な海技資格の取得を支援するものとする。 

なお、３．(1) イで述べたとおり、防衛省は、原則として、本事業船舶を裸傭船し運航

する予定であることから、予備自衛官等である本事業船員については、できる限り本事業船

舶の運航に従事できるようにしておくこととする。 

また、予備自衛官とは、次に掲げる者をいう。 

ア 予備自衛官補として採用され、所要の教育訓練の全てを修了し、予備自衛官として任用

されている者 

イ 自衛官であった者又はアにより予備自衛官として任用されたことのある者から採用され、

任用されている者 

ウ 事業者は、本事業船員の雇用状況・成果等について、説明責任を有する。 

 

６．防衛省が実施する業務 
(1) 防衛省の輸送所要に関する計画立案及び事業者に対する運航指示 

防衛省は、本事業船舶による輸送所要が生じた場合は、事業者に対して、輸送対象の装備品等

の数量・諸元、防衛省が指定する出発港、中継港及び到着港（以下、これらを総称して「指定

港湾」という。）、運航スケジュール等を含む輸送所要に関する仕様書（以下「輸送役務契
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約仕様書」という。）（案）を提示し、事業者は、当該仕様書（案）に基づき防衛省の輸送

所要に関する運航計画、荷役要領等を策定する。 

なお、指定港湾は、輸送所要や事態等に応じて指定することを想定しており、防衛省は、輸送所

要の詳細内訳（コンテナ数、品目）が確定次第、速やかに事業者に通知する。 

 

(2) 装備品等の陸上移送 

防衛省は、３．(1) アに規定する(ｱ)～(ｳ)の運航の際は、乗船時の指定港湾までの移送

及び下船後の指定港湾からの移送を行う。 

 

(3) 防衛出動等における運航 

防衛省は、防衛出動等に際しては、事業者から本事業船舶の裸傭船を求めるとともに、自

衛隊法第７０条第１項の規定に基づき招集される予備自衛官を含む自衛官により、本事業船

舶を自ら運航する。 

なお、本事業船舶の返却については、所定の船体状況の確認後、裸傭船を終了し、事業者

に本事業船舶を返却するものとする。 

 

７．関係法令等 
事業者は、以下に列挙するもののほか、本事業の実施に当たり必要とされる関係法令（関連

する施行令、規則、条例等を含む。）等を遵守することとする。 

・ 船舶法（明治３２年法律第４６号） 

・ 船舶安全法（昭和８年法律第１１号） 

・ 労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号） 

・ 船員法（昭和２２年法律第１００号） 

・ 船員職業安定法（昭和２３年法律第１３０号） 

・ 港則法（昭和２３年法律第１７４号） 

・ 労働組合法（昭和２４年法律第１７４号） 

・ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号） 

・ 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号） 

・ 港湾運送事業法（昭和２６年法律第１６１号） 

・ 内航海運業法（昭和２７年法律第１５１号） 

・ 防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号） 

・ 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号） 

・ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号） 

・ 海上交通安全法（昭和４７年法律第１１５号） 

・ 船舶のトン数の測度に関する法律（昭和５５年法律第４０号） 

・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

・ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成１３年法律第１１２号） 

・ 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の

確保に関する法律（平成１５年法律第７９号） 

・ 特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号） 

・ 危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号） 

・ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和５４年運輸省告示第５４９号） 

・ 調達品等に係る監督及び検査に関する訓令（昭和４４年防衛庁訓令第２７号） 

・ 装備品等及び役務の調達実施に関する訓令（昭和４９年防衛庁訓令第４号） 

・ 船舶の配員の基準に関する訓令（昭和６０年防衛庁訓令第２号） 

・ 秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号） 

・ 民間資金等の活用による自衛隊の施設の整備等に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第

６５号） 

・ 特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号） 



6  

・ 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁（事）第１

３７号。令和４年３月３１日） 

 

ただし、防衛出動等の事態における輸送及び平時の訓練において裸傭船する場合の船舶運航

に際しては、自衛隊法に基づき海上自衛隊が運航する。 

なお、上記のうち、特定秘密の保護に関する法律、秘密保全に関する訓令、特定秘密の保護

に関する訓令及び装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保については、輸

送役務契約において適用する場合がある。 

 

８．秘密保全 
事業者は、業務遂行上知り得た防衛省の秘密を保持する。また、事業者からの業務受託者及

び請負者並びに業務従事者に秘密の保持を徹底させる。 
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第２ 各業務の要求水準 

 

１．船舶調達業務 
(1) 業務の概要 

本項は、本事業船舶の調達に係る設計、建造又は改造（以下「改造等」という。）、試験に

至るまでの一切の業務とする。これらの業務に当たっては、以下に示す要求水準を満足する

ものとする。 

 

(2) 業務の前提条件 

ア 本事業船舶の調達に関する要件 

(ｱ) 本事業船舶の調達隻数は２隻とし、運航開始日以降、事業終了時まで本事業船舶の所

有権を事業者が有するものとする。 

(ｲ) 本事業船舶の調達について、令和９年１２月３１日までに、船舶救命設備規則第１条

の２第４項に規定する第４種船としてそれぞれ各種検査を完了させ、船舶検査証書を取得

の上、防衛省による完成確認を受ける。 

(ｳ) 本事業船舶の調達は、(ｲ)に定める調達スケジュール及びその他の要求水準を全て満

たす限りにおいて、本事業用に新たに船舶を建造するか、又は既存の中古船舶を必要に

応じて改造を行い調達するかは事業者の提案に委ねる。 

(ｴ) 本事業の事業期間にわたって、要求水準で定めた運航に耐えうる構造が可能な船舶を

調達するものとし、事業期間中、新規船舶への更新を実施することは想定しない。また、

船舶は(3)に規定する要求水準を満たした船舶を準備するものとする。 

(ｵ) 事業者は、船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準

を定める告示その他の関係法令等（以下「危規則等」という。）に適用される法律及

び規則に基づく、船舶の改造等に必要な検査及び試験の実施、輸送所要に合致させるた

めに必要な許認可及び船舶検査証書の取得を行うこと。また、事業者は、本事業船舶の

運航に必要な海上運送法に基づく運航の許可の取得又は届出を(ｲ)の期日までに遅滞な

く実施すること。 

(ｶ) (ｳ)において、中古船舶を改造する場合、改造を実施した上で事業者に中古船舶を譲

渡、又は事業者に譲渡した上で改造が実施されるものとする。 

(ｷ) 本事業船舶の改造等の事業場所は、日本国内の造船会社の工場とし、情報保全を適切

に確保すること。 

 

イ 本事業船舶の調達に関する前提 

(ｱ) 本事業船舶は船舶救命設備規則第１条の２第４項に規定する第４種船として、近海区

域での内航を前提とし、装備品等の輸送が可能なコンテナ船として船舶検査証書を取得

すること。 

(ｲ) 本事業では、危規則等に基づき、船舶への積載が容認されている危険物の輸送を想定

している（輸送を想定する危険物の詳細は別途、応募者に示す。）。本事業船舶には、上

記危規則等に従った積載方法、隔離方法、防火構造、消防設備等を達成する上で必要な構

造・設備を確保すること。 

なお、本要求は本事業船舶の調達時において(3) ア (ｳ)で示す危険物積載を想定し

て、予め準備すべき設備を示すものであり、危険物の輸送の用が生じた場合は、別途臨

時検査に基づく臨時変更など、管海官庁から当該危険物輸送に必要な許可が得られた場

合に限り、本事業船舶の運航を求める。 

(ｳ) 事業者は、労働災害保険及び第三者損害賠償等に加え、本事業船舶を新造により調達

する場合は船舶建造保険、中古船舶を改造する場合は船舶修繕保険を造船所に付保させ

るものとする。 

 

(3) 業務の実施方法及び要求水準 

ア 本事業船舶の仕様・設計に係る防衛省との調整 
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(ｱ) 事業者は、本事業船舶の調達に関して本要求水準書及び自らの提案内容を反映した要

求水準確認計画書を、契約締結後速やかに提出し、防衛省の確認を受けること。 

(ｲ) 事業者は、本事業船舶の改造等の基本設計書の作成にあたっては、防衛省との連絡会

議により設計協議を定期的に実施する。協議完了後、基本設計書とともに要求水準等と

の適合関係がわかる要求水準確認報告書を船舶毎に提出し、防衛省の確認を受けること。 

(ｳ) 本事業船舶が満たすべき性能等の要求水準は下表のとおりとする。 

ａ．７号船舶及び８号船舶 

項目 要求水準 

一般事項 

適用規則 ・ ＪＧ 第４種船 
・ 上記を基準とする。 

航行区域 ・ 近海 

全長、型幅等 Ｍ ・ 下記の搭載能力がある寸法を確保すること。 

総トン数 ＧＴ ・ ４９９ＧＴ以下 

載貨重量トン数 ＤＷＴ ・ 下記の搭載能力を確保すること。 

満載喫水 Ｍ ・ ４．５ｍ以下 

最大速力 Ｋｔ ・ ２０フィートコンテナ満載運航時１２ノット以上とする（速力
確認運転時の積載状態にて、８５％ＭＣＯの速力から推定する）。 

航続距離 海里 ・ ２，１００海里以上 

主機出力 ＰＳ ・ 上記船速を確保するのに必要な馬力を有すること。 

船体部 

車両甲板等 ・ ２０フィートコンテナの搭載に十分なスペース及び強度を有す
ること。 

（２０フィートコンテナを８０本※以上が搭載可能であること。ま
た、危険物の場合は、２０フィートコンテナを４０本以上が搭載
可能であること。） 

※コンテナの自重を含めて、２０フィートコンテナ１本当たり１０
ｔの場合） 

危険物積載 ・ 本事業船舶は、関係法令・規則の範囲内で防衛省が指定する積
載物の積載を可能とすること。防衛省は、危規則等で定める積載
方法ＥＳ０１から０５までの危険物の運送を想定している。 

安全救命設備 ・ ＪＧ第４種船に必要な安全救命設備等を備えること。 

防火・消防装置 ・ 積載物に応じた防火・消火設備を備え付けること。 

通信機器等設備 ・ 自衛隊が使用する通信機器が接続可能な船内電源及びスペース
を確保すること。 

・ 通信機器、金庫及びシュレッダーが設置可能なスペース等を確
保すること。 

・ 通信アンテナが設置可能な設備を確保すること。 
・ 上記に関する詳細な要求水準は応募者に示す。 

その他 

品質基準 ・ 改造等工事の品質を確保するために、日本鋼船工作法精度標準
（Japanese Shipbuilding Quality Standard（ＪＳＱＳ））又は
同等の品質基準を設けて、これに基づき工事を実施し、品質を管
理すること。 
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イ 本事業船舶の改造等及び試験の実施 

(ｱ) 事業者は、ア (ｲ)における防衛省の確認後、本事業船舶の改造等を実施する。 

(ｲ) 事業者は、改造工事等の着手後速やかに、次の書類等を防衛省に提出し、防衛省の確

認を受けること。 

なお、詳細設計書の作成にあたっては、防衛省が予め指示した主要な工事項目を防衛

省と協議の上、確認を得ること。 

a 工事（施工）計画書（工事工程、各種試験予定日等が分かるもの） 

b 詳細設計書 

c 工事コスト内訳書 

(ｳ) 事業者は、改造等の過程において、工期順守、性能の確保のため、工事の進捗度、不

具合、検討課題等について、造船所、メーカー等に対して技術的及び法令要求事項の確

認を行い、１ヶ月ごとにその確認及び進捗結果を取りまとめ、船舶改造等実施報告書と

して翌月の７日以内に防衛省に提出し、確認を受ける。また、改造仕様書、改造図面、

機器図、工事工程表などの造船所が作成した書類を適切に保管し、防衛省が当該書類の

開示を求めた場合は、速やかに防衛省に提出すること。 

(ｴ) 事業者は、建造及び改造等の過程で船舶安全法第５条第１項第１号に基づく定期検査

又は同法第５条第１項第３号に基づく臨時検査及び同条１項第４号に基づく臨時航行検

査を受検する。また、改造により船舶検査証記載事項の変更が生じる場合は同項第３号

及び船舶安全法施行規則（昭和３８年運輸省令第４１号）第１９条に基づく臨時検査を

受検する。 

なお、防衛省は事業者に当該検査への立会を求める場合がある。 

(ｵ) 事業者は、改造等の完了時に船舶安全法に基づく管海官庁による検査を受検するにあ

たって、１４日前までに検査実施要領書を作成し、防衛省の確認を受ける。その後、管

海官庁による検査実施後７日以内に検査実施報告書を防衛省に提出し、防衛省の完成確

認を受ける。防衛省は、完成確認に基づき、必要な改善等が必要と判断した場合、事業

者に対して是正措置を要求することができる。 

(ｶ) 事業者は、改造等の完了後、本事業船舶の性能を試験するため、防衛省立ち合いの下、

海上での試運転試験を実施する。その際、試運転試験の実施１４日前までに、試運転試

験実施要領書を提出し、防衛省の確認を受ける。また、試運転試験後１４日以内に、試

運転試験結果報告書を提出し、防衛省の確認を受ける。 

(ｷ) 事業者は、改造等の完了後、乗り出しに必要な船用品、属具、機器等の予備品、消耗品、

燃料、潤滑油等を造船所にて本事業船舶への搭載を完了すること。 

(ｸ) 事業者は、改造等の完了後、要求水準確認報告書を防衛省に提出し、防衛省からの確

認を受けた後、速やかに本事業船舶の船舶検査証書及び本事業船舶の調達に必要な各種

許認可を取得し、それらの写しを７日以内に防衛省に提出する。 

(ｹ) 事業者は、本事業船舶の譲渡後又は改造の完了後速やかに、商法（明治３２年法律第

４８号）第６８６条及び船舶法第５条に基づき、管海官庁に所有権移転登記（中古船の

譲渡の場合）及び所有権保存登記（中古船の場合、船舶表示変更登記（船種、船名、船

籍港、トン数等の変更））を行う。 

(ｺ) 事業者は、(ｸ)及び(ｹ)における船舶検査証書の取得、船舶登記等が完了後、速やかに

船舶調達業務完了届を防衛省に提出し、防衛省の確認を受ける。 

(ｻ) 防衛省は、(ｶ)に基づき本事業船舶が所定の性能を発揮することを確認し、また(ｺ)に

基づき本事業船舶の運航が可能な状態であることを確認できた場合、事業者に対し、本

事業船舶の調達に係る業務完了通知書を交付する。 

(ｼ) 防衛省は、業務完了通知書の交付後、事業者による維持管理・船員雇用・養成・運航

業務のための体制が確保されていることを確認できた場合、事業者に対し、運航開始確

認書を交付する。 
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２．船舶維持管理業務 
(1) 業務の概要 

本項は、本事業船舶の待機態勢を維持するために必要な業務全般とし、本事業船舶の保守

点検・修繕、船用品の手配・維持、係留施設の確保・維持を含む一切の業務とし、これらの

業務にあたっては以下に示す要求水準を満足するものとする。 

 

(2) 業務の前提条件 

ア 事業者は、事業期間中にわたり、船舶安全法に基づく船舶検査期間を除き、本事業船舶

を常時、運航可能な状態かつ１．(3) ア (ｳ)に規定する性能等を維持できるよう、必要

な保守点検・修繕等を計画的に実施するとともに、船舶の運航に必要な各種船用品等を維

持・手配すること。 

なお、緊急性を要する輸送所要を想定し、事業者は、防衛省からの輸送通知発出後、本

事業船舶については遅くとも８日間で係留施設又は防衛省と事業者で協議し防衛省が承諾

した出発港を出港できるよう常に待機態勢を維持（ただし、防衛省に事前に通知した船舶

検査期間を除く。）すること。 

 

イ 係留施設は、原則として日本国内における港湾の範囲で、事業者の提案とする。 

なお、事業期間中、原則として同一係留施設の継続利用を前提とする。ただし、やむを

得ない事情により継続利用が困難となった場合又は防衛省が要請する場合は、防衛省と事

業者との協議により、事業期間中における係留施設の変更を行う場合がある。 

 

ウ 定期検査等の場所は、日本国内の造船所とし、事業者は、本事業船舶の定期検査等に際し、

管海官庁の検査受検及び合格等が円滑に実施できる体制を構築するとともに、情報保全を

適切に確保すること。 

 

エ 事業者は、事業期間にわたり、電話連絡又は電子メールにより、防衛省に対する２４時

間の連絡体制を構築すること。 

 

オ 事業者は、本事業により係留施設の周辺関係者等に与える影響を勘案し、合理的な範囲

内で当該係留施設の関係者等への必要な対応を実施する。 

 

(3) 業務の実施方法及び要求水準 

ア 船舶の保守点検・修繕 

(ｱ) 事業者は、本事業船舶を常時、安全に運航できるよう、船舶法、船舶安全法、海上運

送法、内航海運業法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船員法及び船舶職員法に基づき、

本事業船舶の保守点検・修繕等を適切に実施すること。 

なお、船舶保守管理業務については、内航海運における船舶管理業務に関するガイド

ライン（平成２４年７月国土交通省策定）に準拠して業務を行うこと。 

(ｲ) 事業者は、本事業船舶の船舶維持管理業務及び船舶運航業務の開始前までに、船舶維

持管理業務の実施に必要となる人員、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等を含む船舶

維持管理業務計画を作成するとともに、本事業船舶毎に、長期整備作業計画（定期検査

（５年毎）に基づく船体部（甲板機械、通信機器等を含む。）及び機関部（電気機器等

を含む。）毎の保守計画及び概算見積額）を防衛省に提出し、確認を得る。 

長期整備作業計画は、定期検査の実施毎に見直しの要否を検討し、見直す場合は、定

期検査完了後、３０日以内に防衛省に提出し、確認を得るものとする。 

(ｳ) 事業者は、毎年８月末までに、翌年度に実施する船舶安全法第５条第１項第２号に基

づく中間検査又は定期検査の予定時期を、また、検査実施の１ヶ月前を目途に検査実施

要領書（工事仕様書等を含む。）を、それぞれ防衛省に提出し、確認を得る。 
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なお、本事業船舶のうち、少なくとも１隻は待機態勢を確保できるよう、中間検査又

は定期検査の実施時期については、防衛省と事前に協議し、防衛省の輸送所要に支障が

ないようにすること。 

(ｴ) 事業者は、(ｳ)で防衛省の確認を得た実施要領書に基づく中間検査又は定期検査実施

後、１４日以内に検査結果報告書を防衛省に提出し、確認を受けること。 

(ｵ) 事業者は、本事業船舶の日常的なメンテナンス状況を整理した整備作業実施報告、整

備、点検報告、甲板部・機関部保守点検計画書等の書類（船体、機関、甲板機械等の状

態を確認できる書類）を作成し、適切に保管すること。防衛省が当該書類の開示を求め

た場合は、速やかに防衛省に提出すること。 

(ｶ) 事業者は、本事業船舶に故障や不具合、１．(3) ア (ｳ)に規定する性能等の要求水

準を満たさない事象、本事業船舶の運航に支障が生じる事象等が発生した場合、速やか

に防衛省に通知するとともに、復旧のための方策・期間、本事業船舶の運航に及ぼす影

響等を防衛省に報告し、事後の方策について防衛省と協議する。 

(ｷ) 防衛省の輸送所要での運航だけでは不足する場合、事業者は、本事業船員の本事業船

舶に関する操船、機器取扱い習熟のために慣熟運航を行う。ただし、慣熟運航は、防衛

省の輸送所要に支障のない範囲で実施することとし、経済合理性に留意し、係留施設近

辺での短期間の運航を想定する。 

 

イ 船舶品等の手配・維持 

(ｱ) 事業者は、本事業船舶の維持・運航に必要な船用品や機器等の予備品、消耗品、潤

滑油等を計画的に手配・確保すること。 

(ｲ) 事業者は、船用品の管理状況に関する書類（当該時点での船用品の保有状況、各年度

で費消・購入した数量・購入額等を整理した書類）を作成し、適切に保管すること。防

衛省が当該書類の開示を求めた場合、速やかに防衛省に提出すること。 

 

ウ 係留施設の確保・維持 

(ｱ) 事業者は、事業契約締結後、速やかに各本事業船舶の係留施設の概要、係留施設の利

用条件（係留・係船条件、係留施設からの出入港の方法等）、係留施設における本事

業船舶の保全管理体制等に関する係留施設計画書を防衛省に提出し、確認を得ること。 

(ｲ) 係留施設に本事業船舶を停泊させている間は、十分な保安警備体制を構築すること。 

(ｳ) 事業期間中、同一の係留施設を継続して利用することを前提としているが、やむを得

ず係留施設を変更する必要性が生じた場合、事業者は防衛省に提案し、協議を行った上

で、防衛省の承諾を得るものとする。 

 

エ 船舶に関する保険の付保 

事業者は、本事業船舶に対して、内航を前提として、船舶普通期間保険（船体保険）

及び船主責任保険（Ｐ＆Ｉ保険）を付保するものとする。 

 

オ 防衛省に対する報告 

(ｱ) 事業者は、１ヶ月毎に整備点検が確実に行われたことを示す整備点検実施報告書を翌

月の最初の営業日から起算して５営業日以内に防衛省に提出し、確認を受ける。 

(ｲ) 事業者は、四半期ごとに当該期間の本事業船舶の維持管理体制や管理状況（月次整備

点検実施報告書の概要版）等、本項の要求水準との適合状況を確認できる船舶維持管理

業務報告書を四半期終了の翌月の最初の営業日から起算して５営業日以内に防衛省に提

出し、防衛省の確認を受けること。 
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３．船員雇用・養成業務 
(1) 業務の概要 

本項は、待機態勢を維持するために、本事業船員を雇用・維持の上、本事業船舶の運航に

あたって必要となる海技資格の取得、操船技術の習得・鍛錬等を含む必要な教育・訓練の実

施及び適切な配乗・労務管理に係る一切の業務とする。これらの業務にあたっては、以下に

示す要求水準を満足するものとする。 

 

(2) 業務の前提条件 

ア 防衛省は、本事業船舶２隻の運航を令和１０年１月１日に開始するため、事業者は、本

事業船舶の運航開始前までに、法令上求められる海技資格を有する船員数を確保し、本事

業船員の休暇取得なども配慮した上で、事業期間にわたって、待機態勢を確保・維持するこ

と。事業者は、民間輸送力活用の観点から、本事業船員について、民間の船舶の運航に従

事した経験を有することを重要な考慮事項として積極的に確保すること。 

 

イ 本事業船員は、日本国籍を有する者とする。 

 

ウ 防衛省は、防衛出動等に際しては、自衛隊法第７０条第１項の規定に基づき招集される

予備自衛官を含む自衛官により、本事業船舶を運航することを予定している。このことか

ら、事業者は、運航開始３年以内に予備自衛官等である本事業船員のみで運航可能となる

よう予備自衛官等である本事業船員を確保し、その後も予備自衛官としての雇用を維持す

るよう促進するものとする。   

また、防衛省は、原則として、本事業船舶を裸傭船し運航する予定であることから、事

業者は、予備自衛官等である本事業船員については、できる限り本事業船舶の運航に従

事できるようにしておくこととする。加えて、本事業船舶の船員について、予備自衛官

又はその希望者であることを確認して雇用するものとする。都合により、予備自衛官を

希望しないで、本事業船舶の船員となった者については、防衛省及び事業者双方は、そ

の希望を尊重し、防衛省は予備自衛官には採用しないこととする。 

 

エ 事業者は、事業期間にわたって待機態勢を確保・維持するため、本事業船員に対して本

事業船舶の運航にあたって法令上求められる海技資格の取得支援及びＯＪＴによる技術取

得支援を行うこと。 

 

オ 防衛省は、防衛出動等に際し本事業の範囲外で本事業船舶を自らが運航する場合には、

予備自衛官である本事業船員のほか、本事業船員でない自衛官及び招集された予備自衛官

を乗船させ運航に従事させることも想定している。このことから、防衛省は、事業者が実

施する本事業船員に対する教育訓練としての運航等の機会を活用し、本事業船員でない自

衛官及び予備自衛官に対する教育訓練を事業者に要請する場合があるので、その際は、事

業者は、積極的に協力すること。当該教育訓練の実施の詳細は、防衛省と事業者との協議

により決定するものとする。 

 

カ 事業者は、本要求水準を満たす限りにおいて、経済合理性に配慮し、本事業船員の効率

的な配置に努めるとともに、防衛省の輸送所要に速やかに対応できる体制を保持するた

め、待機時の船員の勤務計画を含めて整えることとする。 

 

キ 事業者は、契約締結後速やかに、船員法第９７条第１項に基づく、本事業船員の就業規

則を策定し、防衛省に提出すること。事業者は本事業船員に対して、本事業の背景・趣旨

等を十分周知し、理解を促進した上で、就業規則の遵守を図る。 
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ク 事業者は、本事業船員の給与・手当、法定福利費等の支払、労働時間／休息時間、休暇

取得の管理、配乗計画の策定、訓練プログラムの実施等、本事業船員に対する労務管理全

般を適切に行うこと。 

 

(3) 業務の実施方法及び要求水準 

ア 本事業船員の雇用計画書の提出 

事業者は、事業契約締結後速やかに、海技資格や予備自衛官の有無を含む、事業期間

を通じた本事業船員の体制に係る雇用計画書を防衛省に提出し、確認を得る。また、前年

度２月末までに翌年度の年度雇用計画書を防衛省に提出し、確認を得る。 

 

イ 本事業船員の雇用・勤務状況に関する報告書の提出 

(ｱ) 事業者は、本事業船舶の運航開始予定日の前日までに、本事業船員各人の予備自衛官

等の身分の有無、保有する海技資格の種類、雇用状況に係る実績書（以下「雇用実績書」

という。）を防衛省に提出し、確認を得る。 

(ｲ) 事業者は、本事業船舶の運航開始日以降、各本事業船員の１日単位での勤務状況（出

勤の有無、勤務時間、従事した業務の内容等を含む日報）に関する雇用実績書を翌月の

最初の営業日から起算して５営業日以内に防衛省に提出し、確認を得る。ただし、予備

自衛官の人数に変更があった場合は、随時、防衛省に報告すること。 

防衛省は、雇用実績書に基づき、本事業船舶に属する本事業船員のうちの予備自衛官

の人数に応じた対価を支払うものとする。具体的な算定方法は「サービス対価の算定及

び支払方法（案）」（資料－Ⅲ）で詳述する。 

(ｳ) 事業者は、四半期末ごとに当該期間の本事業船員に対する訓練内容や資格取得支援の

内容、雇用状況（月次雇用実績書の概要版）、労務管理の状況等、本項の要求水準との

適合状況を確認できる船員雇用・養成業務報告書を四半期終了の翌月の最初の営業日

から起算して５営業日以内に防衛省に提出し、防衛省の確認を受けること。 

 

４．船舶運航業務 
(1) 業務の概要 

本項は、防衛省の輸送所要に対応可能とするように本事業船舶の運航を行うにあたって必

要な業務全般とし、本事業船舶の運航準備、船舶の運航に際して寄港予定の港湾施設の確

保・調整に至るまでの船舶の運航に関して必要な一切の業務とする。これらの業務にあたっ

ては、以下に示す要求水準を満足するものとし、運航計画等に従って安全かつ損傷なく輸送

すること。 

 

(2) 業務の前提条件 

ア 輸送する内容の想定 

第１ ５．(1)のとおり、本事業では装備品等の輸送を想定しており、１．(3)に記す本

事業船舶の要求水準を満足した上で、本事業船舶の構造上及び船舶安全法等関連する規則

等を遵守し、搭載可能な範囲での種類及び量を輸送する。 

 

イ 航行範囲 

(ｱ) 本事業船舶の航行範囲は、船舶安全法に定める近海内航区域での運航を原則とする。 

(ｲ) 本事業船舶の入港が可能な国内港湾施設については利用可能性があることから、防衛

省と協議の上、利用が想定される港湾については、予め港湾管理者・海上保安部、入

出港航路の幅・水深・長さ・形状、錨泊地状況、係留場所仕様・能力、フェンダーの状

況、出入港船舶情報、水先関係情報、タグボート、ステベ（船内荷役の請負業者）、港湾

作業員等の支援の有無、バンカーの取扱い、代理店の有無、その他安全な入港を確保

するための情報等の調査を行い、寄港可能な環境が確保できることを確認すること。 
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(ｳ) (ｲ)以外の港湾を利用する場合など、必要に応じて新たに事業許可の取得又は届出を

行う。 

 

ウ 運航実施のための準備 

(ｱ) 緊急性を要する輸送所要を想定し、事業者は、待機態勢を維持（ただし、防衛省に事

前に通知した船舶検査期間又は天候不順等により運航の安全を確保できないと合理的に

判断された場合を除く。）し、準備完了後は、本事業船舶については遅くとも８日間の

制約にかかわらず、速やかに防衛省が指定する港湾へ出港すること。 

(ｲ) 事業者は、運航開始前までに、海上運送法及び海上運送法施行規則（昭和２４年運輸

省令第４９号）等の法令に基づき、輸送所要を満足するために必要となる事業許可の取

得又は届出を遅滞なく行い、取得後５営業日以内にそれらの写しを防衛省に提出するこ

と。 

なお、危険物の輸送の用が生じた場合は、別途臨時検査に基づく変更など、管海官庁

から当該危険物輸送に必要な許可が得られた場合に限り、本事業船舶の運航を求める。

第１ ６．(1)のとおり、指定港湾は輸送所要や事態等に応じて指定することを想定し

ていることから、防衛省と協議の上、予め想定される指定港湾への運航が可能な事業許

可の取得又は届出を行う。 

(ｳ) 本事業又は本事業船舶の運航に関する報道、デモ等に対しては、防衛省と連携して対

応するものとする。 

 

エ 運航経費の負担 

(ｱ) 船舶調達業務での試運転及び定期検査や慣熟運航時を除き、防衛省の輸送所要に応じ

て本事業船舶の運航回数や距離、期間が変動することから、運航経費はサービス対価の

構成要素外として位置付け、個別の輸送所要ごとに締結する輸送役務契約により支払う

こととする。 

(ｲ) 具体的な運航経費項目は、「サービス対価の算定及び支払方法（案）」（資料－Ⅲ）

で詳述する。 

 

(3) 業務の実施方法及び要求水準 

ア 自衛隊訓練及び公的機関の輸送等における運航の実施方法 

(ｱ) 年度計画策定 

a  防衛省は、前年度２月末までに翌年度の輸送役務に係る年度計画を策定し、事業

者に通知する。令和９年度の年度計画は、本事業契約締結後速やかに策定し、事業者

に通知する。 

b  事業者は、aで防衛省から通知された年度計画を受領・確認した上で、事業者が防

衛省の輸送所要に応じて運航する期間、民間収益事業を実施する期間、中間（定期）検

査期間を踏まえ、指定港湾、航海計画、予定航路、船用品・部品等の積込手配、乗

組員（交代）手配等を定めた年度運航計画（案）を策定する。 

c  防衛省は、bで事業者が策定した年度運航計画（案）を受領、確認した上で、必要

に応じて事業者と調整を行い、年度運航計画を了承・確定し、前年度末までに事業

者に通知する。 

なお、年度運航計画は、必要に応じて、防衛省と事業者の協議により、修正可能と

する。 

(ｲ) 協議・輸送役務契約締結 

a  確定した年度運航計画に基づき、防衛省は港湾管理者等との調整を踏まえた上で、

輸送役務契約仕様書（案）を自衛隊訓練等における運航開始の５０日前を基準に事

業者へ通知する。 

b  事業者は、防衛省からの輸送役務契約仕様書（案）に基づき、装備品等の搭載調

整、安全計画、不測事態対応計画、燃料油等の補給計画、船員配置計画、連絡体制等

を含む運航計画（案）、積付計画を含む荷役要領（案）及び見積書を作成し、防衛省に
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提出する。防衛省と事業者は、必要に応じて運航計画（案）、荷役要領（案）及び見積書

の内容について協議する。 

c  防衛省は、事業者が提出した運航計画（案）、荷役要領（案）及び見積書の内容を

確認した上で、輸送役務契約仕様書を確定し、事業者に通知する。 

d  防衛省と事業者は、運航開始３０日前を基準に輸送役務契約仕様書に基づき、輸

送役務契約を締結する。 

e  事業者が、港湾管理者等との細部の調整を行った後、輸送役務契約に基づき、運航

計画及び荷役要領を確定させ、防衛省はこれを了承し、事業者に通知する。 

(ｳ) 事前準備 

a  事業者は、運航計画及び荷役要領の防衛省による承認後速やかに、必要に応じて

下記(a)～(k)の実施前調整を行う。 

(a) 運航に必要な事業許可の取得又は届出 

(b) 臨時検査 

(c) 危険物積付検査 

(d) 使用岸壁の確保 

指定港湾における使用岸壁は、基本的に事業者に委ねるが、状況により防衛省が

指定するものとする。 

(e) 装備品等搭載地域、時間の確保 

事業者は、防衛省が必要とする輸送所要に応じ、指定港湾での地積状況に応じて、

最大限の装備品等搭載地域を確保するものとする。また、出発港については装備品

等搭載の４時間前から船舶出港までの時間、到着港については船舶入港から装備品

等の積み下ろし終了後、装備品等を港湾地区から発送する態勢を整えるまでの時間

を確保すること。 

 (f) 港湾荷役設備の確保 

(g) フェンダーの確保 

(h) タグボート、ステベ、港湾作業員等の確保 

(i) 水、油、バンカリング、資材等の確保 

(j) 輸送貨物等に係る保険契約の締結 

(k) 本事業船員のリネンサービス・食事の手配 

b  防衛省は、運航開始１４日前を基準に、事業者に対して装備品等の内訳及び諸元の

通知を行う。 

c  事業者は、防衛省が発出した装備品等の内訳及び諸元の通知を受領・確認した上

で、必要に応じて防衛省と調整し、防衛省が了承・確定する。 

(ｴ) 装備品等の本事業船舶への乗船・積込から本事業船舶の出港まで 

a  事業者は、係留施設から出発港まで本事業船舶を運航する。 

b  防衛省は、自ら出発港の待機地域まで装備品等の移送を行う。 

c  事業者は、必要に応じて出発港において燃料・水等の補給や補給品の積込を行う。 

d  防衛省は、装備品等の検数・損傷有無等及び危険物を確認し、検数確認調書及び損

傷有無等確認書を作成し、事業者の確認を得る。 

e  事業者は、dの後、タグボート運用等により出発港を出港する。 

(ｵ) 防衛省の輸送所要における本事業船舶の運航期間 

a  事業者は、運航期間中、本事業船舶に係る午前７時の状況（位置、航海速度、気象、

海象、入港予定日時及び車両等の異状の有無）に関する運航日報を毎日午前７時３０

分までにＦＡＸ又は電子メール等の手段により防衛省に報告するものとする。 

b  事業者は、到着の遅延又は運航困難な状況が発生した場合は直ちに防衛省へ報告す

るほか、速やかに対処するものとし、運航中の装備品等の損傷を防止するための処置

を行うこと。 

なお、不測事態発生時は、以下を含む内容について遅滞なく防衛省に報告すること。 

(a) 発生した日時及び場所 

(b) 現地調整者（所属、氏名及び連絡先） 
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(c) 状況（不測事態を解明するための写真等を含む。） 

(d) 発生の原因 

(e) 調査要領（調査組織、調査の流れ、調査場所及び調査内容）及び調査日程 

(f) 傷病者発生時の応急処置状況 

(g) その他、防衛省が要求する事項 

(ｶ) 到着港への本事業船舶の到着から装備品等の積み下ろしまで 
a  事業者は、タグボート運用等によって到着港へ入港する。 

b  防衛省と事業者は、到着港の待機地域において、乗船時の検数確認調書及び損傷有

無等確認書との突合を行い、装備品等の検数・損傷有無等を確認した上で、防衛省

の確認を得る。 

(ｷ) 輸送役務完了届、運航業務報告書の提出 

a  事業者は、運航後１０日以内に、輸送役務完了届及び運航業務報告書（運航期間全

般における業務実績の概要を示した報告書）を防衛省に提出し、防衛省の検査を受け

る。 

b  検査合格後の運航経費の支払は、「サービス対価の算定及び支払方法（案）」（資

料－Ⅲ）で詳述する。 

 (ｸ) 事業者は、必要により駐屯地等から港湾地区までの間の装備品等の陸上輸送に係る役

務車両の手配及び港湾地区での自衛隊用車両への装備品等の積込・積み下ろし等に係る

業務を実施すること。 

 

イ 自衛隊の活動に必要な緊急的な輸送の実施方法 

事業者は、防衛省からの輸送通知発出後、本事業船舶については遅くとも８日間で係留

施設又は防衛省と事業者で協議し防衛省が承諾した出発港を出港（８日間の制約にかかわ

らず準備完了後、速やかに出港）できるよう、防衛省と密に連携し下記(ｱ)～(ｺ)の手続き

を円滑に実施すること。特に記載のない内容については、アと同様の手順とする。 

(ｱ) 防衛省は、輸送通知発出、港湾管理者等との調整の後、速やかに輸送役務契約仕様書

（案）を事業者に通知する。 

(ｲ) 事業者は、防衛省からの輸送通知発出後５日間を基準に運航計画（案）、荷役要領

（案）及び見積書を作成する。防衛省と事業者は、必要に応じて運航計画（案）、荷役

要領（案）及び見積書の内容について協議する。 

(ｳ) 防衛省は、(ｲ)で事業者が提出した運航計画（案）、荷役要領（案）及び見積書の内

容を確認した上で、輸送役務契約仕様書を確定する。 

(ｴ) 防衛省と民間事業者は輸送通知発出後６日間を基準に、輸送役務契約仕様書に基づき、

輸送役務契約を締結する。 

(ｵ) 事業者は、港湾管理者等との細部の調整を行った後、輸送役務契約に基づき、運航計

画及び荷役要領を確定させた後、防衛省はこれを了承し、事業者に通知する。 

(ｶ) 防衛省は、輸送通知発出から７日間を基準に、事業者に対して内訳・乗船者、車種、

機材等の諸元を通知する。 

(ｷ) 事業者は、防衛省から事業者に輸送通知を発出してから８日間を基準に、係留施設又

は防衛省と事業者で協議し防衛省が承諾した出発港を出港する。 

なお、出港後速やかに、船長は防衛省に出港時間及び出港した旨を連絡する。 

(ｸ) 事業者は、防衛省からの輸送通知発出後、必要に応じて速やかに指定港湾までの本事

業船舶の運航に必要な事業許可の取得又は届出を行う。 

(ｹ) 危険物を輸送する場合、事業者は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第１１１条及び第１

１２条に基づき管海官庁等に対して危険物積付検査等の申請を行い、出港までに管海官

庁等の危険物積付検査等の許可を受ける。 

(ｺ) 第２ １．(2) イ (ｲ)において危険物を輸送する際に必要な管海官庁等による許

可又は上記(ｹ)等の検査受検に関して、管海官庁等における手続きが通常時に比べて明

らかに時間を要することが認められる場合を除いて、あらかじめ、事業者は、行政手続
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に要する時間を考慮し、遅くとも８日間で本事業船舶を係留施設又は防衛省と事業者で

協議し防衛省が承諾した出発港から出港できるよう、手続きを行うこと。 

(ｻ) 事業者は、必要により駐屯地等から港湾地区までの間の装備品等の陸上輸送に係る役

務車両の手配及び港湾地区での自衛隊用車両による装備品等の積込・積み下ろし等に係

る業務を実施すること。 

ウ 防衛出動等における業務内容 

(ｱ) 防衛出動等運航準備通知の発出～回航指示 

a 防衛省と事業者は、第１ ３．(1) アに規定する船舶運航可否に係る協議を行う。 

b 防衛省と事業者による協議の結果、運航判断要件に該当せず、本事業船舶を傭船し、

運航すると判断された場合、防衛省は、事業者に対して防衛出動等運航準備通知を発

出する。 

c 事業者は、防衛省が発出した防衛出動等準備通知を受領・確認し、当該通知に基づ、

き、防衛省が指定する本事業船舶を防衛省に引渡す港湾（以下「引渡港」という。）

での船舶引渡条件や船舶損傷の場合の取扱い、燃料その他消耗品の取扱い、並びに引

渡港における荷役方法を記載した船舶引渡計画書及び荷役要領（以下「船舶引渡計画

書等」という。）を速やかに作成し、防衛省の確認・了承を得る。 

d 事業者は、船舶引渡計画書等の防衛省の確認・承認後、速やかに引渡港までの本事

業船舶の運航に必要な事業許可の取得又は届出を行う。 

e 事業者が、民間収益事業等により本事業船舶を運航中の場合は、事業者は、速やか

に荷卸し措置等を行い、引渡港への回航を指示する。 

(ｲ) 本事業船舶の防衛省への引き渡し 

a 事業者は、(ｱ)における防衛省との協議とともに、引渡港における荷役作業等の可

否について防衛省と協議し、引渡港における港湾管理者との調整や荷役作業（上記の

ア (ｳ) a (a)～(i)に準じた作業）、貨物等の積み付け作業等の実施が可能と判断

された場合、防衛省に対して当該支援作業等を実施する。 

b 事業者は、船舶引渡計画書等に基づき、引渡港における燃料残油量等の船体状況に

係る書類（以下「船体等現状報告書」という。）を防衛省に提出し、防衛省は、事業

者の提出した船体等現状報告書に基づき現状確認を実施し、現状等確認書を事業者に

交付する。事業者は、防衛省から現状等確認書を受領した後、船舶引渡を証明する船

舶引渡書を防衛省に提出し、防衛省の承認を受けた上で、本事業船舶を防衛省に引き

渡す。 

c 本事業船舶の防衛省への引渡時は、事業者は、属具・備品リスト等は作成せず、現

状渡しを原則とする。ただし、燃料残油量は検量し、残油協定等により防衛省と事業

者双方で確認する。 

d 事業者は、防衛省に本事業船舶を引き渡した後、船舶安全法施行規則第４１条第１

項及び同項第２号に基づき、船種登録運輸局に対して速やかに船舶検査証書の返納を

行う。 

(ｳ) 防衛出動等運航後 

a 防衛省は、自ら事業者が指定する造船所まで船舶を回航する。 

b 防衛省と事業者は、双方で本事業船舶の損傷等を確認し、損傷等確認書を作成する。 

c 損傷等確認書に係る確認の結果、本事業船舶の修繕工事は不要と事業者が判断した

場合は、事業者は、管海官庁に対して定期検査を申請・受検し、船舶検査証書を受

領する。 

d 損傷等確認書に係る確認・承認の結果、船体損傷等により本事業船舶の修繕工事が

必要と事業者が合理的に判断した場合は、事業者は、修繕工事実施前に修繕費見積

書を作成し、防衛省の確認・承認を得た上で防衛省と修繕工事に伴う本事業に係る

変更契約を締結する。その後、修繕工事を実施した上で定期検査を申請・受検し、、船舶

検査証書を受領する。 
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なお、各船舶運航業務の流れを、参考資料１「船舶運航業務フロー」に示している

ので、参考にすること。ただし、要求水準書と当該フロー図の間で疑義が生じた場合

は、要求水準書の記載を優先する。 

 

５．全般管理業務 
(1) 業務の概要 

事業者は、事業期間を通じて、責任ある事業主体として、要求水準を遵守しつつ自らが提

案した事業計画に基づき適正かつ確実に事業を遂行する。そのため、自らの経営について適

切に管理し、事業の安定性を維持するとともに、各業務を効率的かつ効果的に実施できる実

施体制を構築し、各業務の実施について統括的に管理する。 

その際、事業者は、本事業が約１１年間の長期にわたり本事業船舶の調達・維持管理、本

事業船員の雇用・養成、本事業船舶の運航業務等を一体的に実施する事業であることを踏ま

え、特に、本事業全体で統一性を図るための総合的なプロジェクトマネジメントや、緊急時

や防衛出動等の事態に対して、事業者全体で機動的な対処を可能とするため、本事業に関す

る業務の統括機能を十分に発揮するよう具体的なマネジメント方針を明らかにする。また、

本事業の目的に即して自衛隊の海上輸送における機動展開等に資するサービスを継続的かつ

柔軟に提供することができるよう、本事業に係るコスト、スケジュール、リスク等を適切に

管理する。さらに、要求水準書に示された業務及び要求水準にとどまらず、事業者による実

効的なセルフモニタリングや業務改善プロセスを通じて、サービスの質の向上に資する提案

を事業者自らが企画し、防衛省に発案・助言する。 

 

(2) 業務の実施方法及び要求水準 

ア 業務内容 

事業者は、本事業の目的及び内容を十分に理解し、かつ、企業経営の観点から必要な能

力・知識・経験を有する総括代理人及び総括代理人直属のスタッフを適切に配置すること

により、各業務を統括・調整するとともに、本事業を確実かつ効率的に遂行できるよう、

計画、実行、監視、完了の各プロセスにおいて事業全体のプロジェクトマネジメントを行

い、次の事項を実施する。 

(ｱ) 各業務実施企業の提案・意見を総括・調整することにより、各業務間の隙間や重複を

排除し、本事業の各業務を包括的なサービスとして効率的かつ効果的に実施する。 

(ｲ) 業務実施企業間の意見調整を適切に行い、常に業務実施企業間の責任及びリスク分担

を明確化し、事業者としての統一的な方針の下に事業を遂行する。特に、本事業船舶別

に船舶運航企業が複数社に分かれる場合、緊急時や防衛出動時においても迅速に防衛省

の輸送所要に対処できるよう、事業者は自らが主導的な役割を果たし、日ごろから両社

を密に連携させること。 

(ｳ) 各業務実施企業における業務実施計画、業務実施内容及び要求水準の遵守状況を実効

的かつ能動的に把握・管理するとともに、恒常的な業務改善プロセスを通じてサービス

の質の向上を図る。 

(ｴ) 本事業に係る資金を確実に確保するため、金融機関やスポンサー等との折衝・調整を

計画的に実施するとともに、事業収支計画や財務状況等を適切に管理する。 

(ｵ) 総括代理人又は総括代理人直属のスタッフは、防衛省との直接的な連絡窓口となり、緻

密な連絡調整を行うと共に、防衛省・事業者間の協議を主導し、協議の円滑な進行・調整

を図る。 

(ｶ) 総括代理人又は総括代理人直属のスタッフは、各業務実施企業等との契約事務手続等

を調整し、本事業の確実な履行を図る。また、防衛省との各種協議のスケジュール等の

管理、提出物の管理等を行い、防衛省の求めに応じてそれらの管理状況を適宜報告する。 

(ｷ) 本事業における防衛省のパートナーとして、自らが行う業務内容の履行やモニタリン

グだけでなく、防衛省が実施する業務プロセスの最適化やサービスの質の向上に資する

提案を企画し、防衛省に発案・助言する。 
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(ｸ) 防衛省とともに、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する協議を行うこと

を目的として、防衛省及び事業者により構成する関係者協議会を設置する。 

(ｹ) その他、本事業の遂行に関して必要な管理・調整業務を統括する。 

 

イ 防衛省への提出書類 

事業者は、上記における各項で示す提出書類のほか、事業者の経営等に係る下表の書類

をそれぞれの提出時期までに防衛省に提出して確認を受けること。 

なお、防衛省は事業の実施に重大な悪影響を与える恐れがある場合など、必要に応じて、事

業者に対して追加の経営状況等に係る書類の提出及び報告を求めることができる。 

 提出書類 提出時期 

① 事業者の定款の写し 事業契約締結後、５営業日以内 

定款の変更後、翌月の最初の営業日から起算

して５営業日以内 

② 事業者の株主名簿 事業契約締結後、５営業日以内 

株主名簿の変更後、翌月の最初の営業日から

起算して５営業日以内 

③ 実施体制図 事業契約締結後、５営業日以内 

実施体制の変更後、翌月の最初の営業日から

起算して５営業日以内 

④ 事業工程表 事業契約締結後、１０営業日以内 

⑤ 事業者が締結予定の契約書等のリス

ト 

事業契約締結後、５営業日以内 

リストの変更後、翌月の最初の営業日から起

算して５営業日以内 

⑥ 事業者が締結した契約書等（変更契

約含む。）の写し 

防衛省が⑤のリストに基づき指示する契約書

等は、各契約の締結後、５営業日以内 

その他の契約書等は、各契約の締結後、翌月末 

⑦ 株主総会の議事概要及び提示資料 株主総会の会日後、翌月の最初の営業日から

起算して５営業日以内 

⑧ 取締役会の議事概要及び提示資料 取締役会の会日後、翌月の最初の営業日から

起算して５営業日以内 

⑨ 各事業年度における、会社法第４３

５条第２項に基づく計算書類及びそ

の付属明細書類並びにキャッシュフ

ロー計算書及び監査報告書の写し。

これらの計算書類と事業者の事業収

支計画の対応関係を説明する資料 

定時株主総会の会日後、翌月の最初の営業日

から起算して５営業日以内 

⑩ 各事業年度の上半期に係る⑨に準じ

た計算書類 

上半期終了後、２カ月以内 

⑪ 

事業者の最新の事業収支計画及び 

ＰＦＩ－ＬＣＣの算定資料 
契約締結後、速やかに 

本事業契約の契約金額の変更後、翌月５営業

日以内 

その他更新後、翌月の最初の営業日から起算

して５営業日以内 

 


